
 

重要事項説明書 

利用者様に対する通所介護サービスの提供開始にあたり、厚生省令第 37 号 8 条に 

 基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者概要 

事業者名 訪問看護ステーションコスモス 

所在地 東京都台東区日本堤一丁目 1 番 7 号 

法人種別 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

代表者名 山下 眞実子 

電話番号 ０３－３８７１－７２２８ 

ＦＡＸ番号 ０３－３８７１－７２２９ 

  

２．事業所名の概要 

（１）事業所名称及び事業所番号 

 

（２）当センターの事業の目的と運営方針 

  デイサービスセンターコスモスは、利用者様が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者様の社会 

 的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図

るために、必要な日常生活上の介助及び機能訓練を行います。  

  「人権の尊重」 個人の人権や人格を大切にし、利用者様の主体性を尊重した援助

を行うと共にそのご家族を支援します。         

  「自立支援」  自立支援を目的として、常にサービスの質の向上に努め、創意工

夫を行います。           

  「対等な人間関係」・「専門職集団」 職員も心豊かに成長できる、利用者様との対

等な人間関係を築き、継続した人材育成を行うことにより目的意 

          識と情熱を共有した専門職集団であり続けます。       

  「地域密着」  地域の人たちや商店街と連携して求められるサービス提供に努力

し、高齢者や障害者が地域の一員として、安心して暮らせる地域

づくりを目指します。            

事業所名 デイサービスセンターコスモス 

所在地 東京都台東区日本堤一丁目 1 番 7 号 

事業所番号 1370601435 東京都 

管理者名 鈴木 孝治 

電話番号・ＦＡＸ番号 ０３－３８７5－２２８０/０３－３８７５—７５１３ 



 

  「連携」    地方自治体、地域の保健・医療・福祉サービスの提供者と密接な

連携を保ち、総合的なサービス提供に努めます。 

 （３）事業所の職員体制  （介護保険法に基づく人員体制を整えています。） 

 

 （４）事業の実施地域 

  

 

   

 （５）同センターの設備の概要 

定 員 19 名 静養室 1 室 1 床 

食堂兼機能訓練室 1 室 59.2 ㎡ 相談室 1 室 10.4 ㎡ 

浴 室 一般浴槽 送迎車 ２台 

  

 （６）営業時間 

月～金 ９時１5 分～16 時３０分 

土・日 定休日 

年末年始 12 月 30 日～1 月 4 日 

 

３．サービス内容 

送迎 
送迎車両で身体状況やご都合に応じ、バスポイント（自宅近く） 

又は、ご利用者宅の前まで送迎します。 

食事（昼食） 
食事提供時の観察、又は必要に応じ食事介助を行います。 

普通食・きざみ食・ミキサー食等の状態にあった食事を提供します 

入浴介助 
必要に応じて利用者様の入浴介助、又は入浴中に利用者様の観察を

行います。 

口腔機能向上 
個々の利用者様の状態にあった「口腔機能改善計画」に基づき、看

護師等が適切なサービスを提供します。 

活動内容 レクリエーション、健康増進活動、ゲーム、趣味活動等 

職員資格 常 勤 非常勤 備 考 

管理者 １名  名  

生活相談員 1 名  名  

介護職員 1 名 6 名  

看護師  名 2 名  

機能訓練指導員  2 名  

その他  名 2 名  

勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

事業の実施地域 台東区・荒川区にお住まいの方 



 

４．利用料通常規模型 通所介護費（７時間以上 8 時間未満） 

 

要介護度 給付単位数 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ ６５8 単位 ７１8 円 １,４35 円 ２,１5２円 

要介護２ ７７7 単位 ８４7 円 １,６94 円 ２,５41 円 

要介護３ ９00 単位 ９81 円 １,９62 円 ２,９4３円 

要介護４ １０23 単位 1,１１5 円 ２,２30 円 ３,３45 円 

要介護５ １１４8 単位 1,２５2 円 ２,5０3 円 ３,７54 円 

 

（加算）（1） 

 

（２）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                 

   介護職員の総数のうち、勤続年数 10 年以上の介護福祉士の割合が 25％以上配置さ

れている場合に、料金に加えられます。 

（３）個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 

   機能訓練の職務に従事する看護職員を 1 人以上配置し、利用者ごとの個別機能訓練計

画を作成し機能訓練を実施した場合に、料金に加えられます。    

サービスの種類 給付単位数 （１割負担） （2 割負担） （３割負担） 

入浴介助 4０単位 ４4 円 ８８円 １３１円 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
 22 単位 24 円 48 円 72 円 

口腔機能向上 １５０単位 １６４円  ３２７円 ４９１円 

個別機能訓練加

算（Ⅰ）イ 
56 単位 61 円   122円 １83 円 

介護職員処遇改善

加算Ⅲ ※1 

 

所定単位数の

8.0％ 
 

 

 

送迎未実施減算 

（片道当たり） 
△４７単位 △５２円 △１０３円 △１５４円 

保険適用外 
  

 
 

  



 

（４）介護職員処遇改善加算（Ⅲ）所定単位数の 8.0％を加算します。 

ベースアップ支援加算（Ⅱ）所定単位数 1.1％を加算します。 

     ※1…区分支給限度基準額に含まれない・適用されないサービスです。 

（５）送迎未実施減算費用 

   送迎サービス費用については、基本サービスに含まれていますが、送迎を実施し

なかった場合は、基本サービスから差し引きます。 

（６）昼食材料費   １食あたり 500 円  （全額自己負担） 

（７）その他  おむつ代・レクリエーションにかかる費用・記録票のコピー等は自己    

          負担となります。行事によっては、自己負担をお願いする場合が          

あります。 

※ なお、オムツご使用の方は、持参して下さい。 

 

５．利用料金の支払い方法 

  毎月、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月 15 日前後に請求いたし

ますので、翌月 15 日前後までに現金か口座引き落としの方法で支払いください。 

 お支払いいただきますと、領収証を発行します。 

 

６．サービスの利用にあたっての留意点 

（１）送迎時間の連絡 

   朝・夕とも事前に取り決めさせていただいた時間で行います。但し、交通事情の

関係で多少の時間変更は、ご了承下さい。また、大雪・台風・交通事情等、急な時

間変更の場合は、事前に電話連絡します。    

（２）持 ち 物 

   パット・おむつを使用している場合は、持参して下さい。 

（３）体調確認  

   お迎えのバス乗車時に、送迎職員に自宅での様子、変化等をお話下さい。又、希 

望される場合は連絡帳を利用します。 

  風邪・病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。当日の健康チェク 

の結果、体調が悪い場合はサービス内容の変更又は中止することがあります。 

  その場合、ご家族に連絡の上、適切に対応します。 

（４）体調不良お等によるサービスの中止・変更   

   サービス提供日の前日午後５時までに通知することにより、料金を負担すること 

なくサービス利用を中止することができます。（前日が日曜日の場合：金曜日、前日 

が祝日の場合：祝日前の営業日の午後５時まで）   

  サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望の日に振り替えることができま 

す。但し、定員数分の予約がある日には振り替えできませんのでご了承下さい。    

 

（５）食事のキャンセル  

   上記「体調不良等によるサービスの中止・変更」と同じ扱いになります。前日午



 

後５時以降のキャンセルは、食材費の実費 ５００円を申し受けます。   

（６）時間変更  

   基本的に応じかねます。 

（７）設備・器具の利用  

   センター内で職員の指導の下にご利用下さい。 

 

７．（衛生管理及び従事者等の健康管理等） 

  （1）通所介護に使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛

生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとします。 

（2）通所介護従事者に対し、年１回以上の健康診断を受診させるものとします。 

（3）事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲

げる措置を講じるものとします。 

 ○ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、通所介護従

事者に周知徹底を図ります。 

○ 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。 

○ 事業所において、通所介護従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の 

ための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。 

  (1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その

結果について通所介護従事者に周知徹底を図ります。 

  (2) 虐待の防止のための指針を整備します。 

  (3)  通所介護従事者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

  (4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

（業務継続計画の策定等） 

（1）事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図る

ための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じるものとします。 

（2）事業所は、通所介護従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとします。 

（3）事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行ないます。 

 

(身体拘束の禁止)         

1.利用者の生命・身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き、 



 

身体拘束を行いません。 

   2.身体拘束を行う場合は、その態様、時間、利用者の心身の状況、緊急 

やむを得ない理由を 記載します。 

 

8．緊急時の連絡先 

緊急連絡先 

第１ 

連 

絡 

先 

氏名  

住所  

電話番号  

続柄  

第２ 

連 

絡 

先 

氏名  

住所  

電話番号  

続柄  

主治医 

 病院又は診療所名  

医師名  

住所  

電話番号  

 

９．非常災害対策 

 （１）防災時の対応・・・・・訓練に基づく 

 （２）防 災 設 備 ・・・・・消火器、スプリンクラー、消防署直通警報装置、 

火災報知器 

 （３）防 災 訓 練 ・・・・・年１回 

 （４）防火責任者  ・・・・・鈴木孝治 

 （５）水害・土砂災害防止法による国土交通省からの指針に従い、 

休業を検討する場合があります。 

判断材料 ●台風・集中豪雨で、暴風警報・大雨警報が発表された場合。 

     ●荒川水系氾濫の恐れがあり、自主的広域避難情報が発表された場合。 

       ●JR 等の主要路線が運休になっている場合、など。 

※休業が間に合わず、コスモスから避難する場合は、 

       ●自宅建物 3 階以上の利用者様は基本自宅へ、送ります。 

       ●2 階以下の利用者様は東浅草小学校へ避難します。 

 

 

10．相談・要望・苦情の窓口 

     通所介護に関する相談・要望・苦情等はサービス提供責任者か、下記窓口までお申



 

し出下さい。   

  

（サービス提供事業所相談窓口） 

     

  

    

 

 

 

（当センター以外の相談・苦情受付窓口） 

台東区 

受付窓口 介護保険課 

電話番号 ０３－５２４６－１２４５ 

荒川区 
受付窓口 介護保険課 

電話番号 ０３－３８０２－３１１１（大代表） 

国民健康保険団体

連合会 

受付窓口 ０３－６２３８－０１７７ 

電話番号 介護保険部相談指導課 

 

 

     年   月   日 

 

当事業者は、通所介護のサービス提供開始にあたり、利用者様に対して契約書及び本

書面に基づいて、重要事項を説明しました。 

  

  事業者  ＜住 所＞    東京都台東区日本堤１－１－７ 

       ＜事業者名＞   特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

                訪問看護ステーションコスモス 

       ＜事業所名＞   デイサービスセンターコスモス 

       ＜代表者名＞     山 下  眞 実 子        印 

       ＜管理者名＞     鈴 木 孝 治 

 

       ＜説明者＞                            印 

 

 

 

 私は、契約書及び本書面により、事業者から通所介護についての重要事項の説明を 

受けました。 

相談窓口担当者 デイサービスセンターコスモス 落合 隆子 

相談受付時間 ８：３０～１７：３０ （月～金曜日） 

電 話 番 号       ０３－３８７５－２２８０     



 

利用者  ＜住 所＞                       

     

        ＜氏 名＞                     印 

 

   代理人  ＜住 所＞                       

         

＜氏 名＞                     印 

          （続柄：          ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


